
住民税一括変更機能操作マニュアル
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はじめに

本マニュアルでは、「住民税一括変更」機能の操作方法について

ご案内します。

「住民税一括変更」では、事業所ファイルを開くことなく、

複数の事業所の住民税をまとめて登録・変更することが可能です。

また、市区町村の登録や地区町村別の集計データの確認・出力も

可能です。



1.　操作画面の起動方法

5

1. Excelリボンメニュー「アドイン」＞「Cells給与」＞「その他ツール」を

クリックします。

目次へ戻る↑

2. 「住民税変更」を選択し「実行」をクリックします。



2.　住民税の入力・登録
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1. 「読込」をクリックします。

目次へ戻る↑

2. 住民税の変更をおこなう事業所ファイルを、クリックですべて選択します。

※選択した事業所を再度クリックすると、選択を解除します。

※「全て選択」にチェックを入れると、全事業所を選択します。

※
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💡　ポイント

　　「事業所グループの選択」より、プルダウンからパターンを選択することで

　　事業所グループの表示変更が可能です。

　　※「事業所グループ」の設定についてはこちら。

　　事業所ファイル名の一部を入力し「選択」をクリックすると、入力した

　　文字を含む事業所ファイルを一括で選択できます。

　　従業員の登録上限や、グループ企業等で事業所ファイルを分けている

　　事業所を選択する場合等にご活用ください。

　　※「選択解除」をクリックでリストの選択を解除します。

　　

目次へ戻る↑

※

https://kyuyo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406595261465
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3. 「読込」をクリックし、メッセージを「はい」＞「OK」で進むと

1シートに1事業所分の個人情報を表示します。

※一度に「読込」できるのは10事業所までです。

※退職者等の不要なデータがある場合はシート上から削除できます。

　詳細な手順は「2.2. 不要データの削除方法(17～18ページ)」をご参照ください。

※読込データは「市区町村」順で表示します。
　並び替える場合は「2.3. データの並び替え方法(19ページ)」をご参照ください。

目次へ戻る↑

💡　ポイント

　　個人情報が登録されていない事業所や、事業所ファイルのバージョン値が

　　古い事業所は下記のようなメッセージを表示し、「読込」ができません。

　　※個人情報を登録する手順はこちらをご参照ください。

　　※『Cells給与』トップ画面からの読込で事業所ファイルのバージョンアップを

　　　自動でおこないます。

　　

https://kyuyo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406595267737
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4. 「データクリア」をクリックし、「住民税反映が「〇」以外をクリア」を

クリックします。

5. メッセージを「はい」＞「OK」で進むと、「(現)年税額」「(現)6月」

「(現)7月」のデータをクリアします。

※個人情報はクリアされません。

💡　ポイント

　　「住民税反映」欄に「〇」が入っている場合、手順4～5の操作で

　　「(現)年税額」「(現)6月」「(現)7月」欄はクリアされません。

　　※「住民税反映」欄に「〇」が入っている従業員もあわせて一括変更をする場合、
　　　「〇」を「Delete」キーや「BackSpace」キーで削除し、再度手順4～5を
　　　おこなってください。

※
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6. 住民税決定通知書を参考に、各従業員の住民税の入力をします。

また、住所変更等により必要であれば郵便番号・住所の入力をします。

各項目の入力規則は下部表をご参照ください｡

目次へ戻る↑

項目名 入力規則等

①年税額

半角数字で入力

※入力する金額は住民税決定通知書を参照してください。

※税額がない場合は「0」を入力してください(乙欄を除く)。

②6月/7月～
①「年税額」を入力し「Enter」キーを押下で自動反映

※住民税決定通知書と相違がある場合は半角数字で直接入力してください。

③次年度市区町村

「市区町村変更」より登録

※「年末処理」＞「年調データ入力」＞「中途入社等」タブに
　「住民税納付先市区町村(変更後)」を登録している場合、新しい
　市区町村を青文字で表示します。
　年の途中で住所変更がある場合の登録方法はこちらをご参照ください。

※「市区町村変更」フォームの詳細は11～12ページへ。

④〒(郵便番号) 半角英数字(111-1111形式)で入力

⑤住所1/住所2
全角・半角英数字で入力

※住所が長い場合は住所1/住所2に分けて入力してください。

① ②
③

④ ⑤

https://kyuyo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406603214617
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➢ 「市区町村変更」について

個人情報に市区町村が未登録の場合や、登録済み住所と登録済み市区町村に

相違がある場合、下記手順で変更をおこないます。

目次へ戻る↑

⑴ 「市区町村変更」をクリックします。

⑵ 「市区町村の登録」フォームが表示され、市区町村登録について

「要確認」欄に「確認」の表示がある従業員をリスト表示します。

※乙欄以外の従業員で、「市区町村」欄が空欄、または住所から求めた
　市区町村と違う内容が登録されている場合に「確認」を表示します。

※「年末処理」＞「年調データ入力」＞「中途入社等」タブの
　「住民税納付先市区町村(変更後)」に新しい市区町村を登録済みの場合、
　「市区町村」欄に新しい市区町村を表示し、前に【次】を表示します。

※要確認のデータがない場合、自動で「すべて表示」をします。

💡　ポイント

　　住所欄が空欄の場合や都道府県から登録されていない場合、市区町村の

　　自動判定ができないため、「住所の都道府県」欄を空欄で表示します。

　　「市区町村」を登録する場合は、

　　該当者をダブルクリックし、フォームの

　　プルダウンより市区町村を選択後「登録」を

　　クリックしてください。

　　※プルダウンリストに該当の市区町村がない場合「2.5. 「市区町村新規登録」に

　　　ついて(21～23ページ)」の手順で市区町村の登録後、上記操作をしてください｡
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⑷ メッセージを「はい」＞「OK」で進むと、「住所の市区町村」に表示の

内容をシート上の「次年度市区町村」欄に青文字で反映します。

※要確認でないか、住所の市区町村が登録されていないデータは
　シートに反映しません。

💡　ポイント

　　市区町村に未登録のデータがある

　　場合、「シートに反映」時に

　　登録する「市区町村名」と

　　「市区町村コード」を

　　「未登録市区町村」欄に表示し、

　　シート反映時に未登録の市区町村を自動追加します。

　　※指定番号は登録できません。「市区町村新規登録」より別途登録してください｡

　　※「市区町村新規登録」についての詳細は

　　　「2.5. 「市区町村新規登録」について(21～23ページ)」をご参照ください。

⑶ 「市区町村が未登録のみ選択」または「全て選択」にチェックを入れ、

「シートに反映」をクリックします。

※従業員を個別で選択する場合、CtrlキーやShiftキーを押しながら選択、
　またはドラッグ操作にて対象者を全て選択します。
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7. 「データチェック」をクリックし、メッセージは「OK」で進みます。

8. 入力内容に確認が必要な場合、メッセージを表示し、該当箇所を

【赤】または【黄】で表示します。

下部表の「確認事項」欄を参考に、入力内容を確認・修正してください。

※赤色のセルがある状態では「登録」ができません。必ず修正してください。

※黄色のセルのみの場合は「登録」可能です。

※内容を修正後は再度「データチェック」をしてください。

表示色 塗りつぶし箇所 確認事項

赤

(現)市区町村/
次年度市区町村

未登録の市区町村が登録されている。

※「市区町村の新規登録」より市区町村を必ず登録をしてください。
　登録方法は「2.5. 「市区町村新規登録」について(21ページ)」へ。

次年度市区町村

甲欄該当者で市区町村が空欄となっている(税額登録あり)。

※「市区町村変更」より「次年度市区町村」を必ず登録してください。
　フォームの詳細は11～12ページへ。

黄

次年度市区町村 甲欄該当者で税額・市区町村がともに空欄になっている。

6月/7月～

甲欄該当者で税額が空欄となっている(市区町村登録有、
住民税反映空欄)。

乙欄該当者で税額が入力されている(空欄になっていない)。
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💡　ポイント

　　複数の事業所を読み込みしている場合、「シート移動」でシートの表示

　　切り替えが可能です。

　　「シート移動」をクリックし編集したい事業所名を選択後「シート移動」を

　　クリックします。

　　またExcelのシート見出しを直接クリックしても、シートの移動が可能です。

　　シート移動後、手順4～8(9～13ページ)の手順で「年税額」「市区町村」

　　「住所」等の入力をしてください。
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10. メッセージは「はい」で進むと『Cells給与』トップ画面に戻ります。

登録した内容を確認する場合は、それぞれの事業所ファイルを「読込」し

「個人情報」よりご確認ください。

9. 「登録」をクリックし、手順4～8(9～13ページ)で入力した内容を登録する

事業所をクリックですべて選択し、「登録」をクリックします。

※登録の際は「住民税の登録」フォームの【登録に関する注意事項】を
　必ずご一読ください。

※データチェックをしていない場合、登録ができません。

※「市区町村別集計データ」の確認や「住民税比較」をする場合は、「登録」前に

　おこなってください。それぞれの手順は下記リンク先よりご確認ください。

● 3. 「市区町村別集計データ」の確認・出力方法・・・・・・・24ページ

● 4. 「住民税比較」の確認・出力方法・・・・・・・・・・・・27ページ



2.　住民税の入力・登録

16 目次へ戻る↑

1. 「2. 住民税の入力・登録(6～15ページ)」で住民税登録を完了した

事業所を、再度「読込」します。

2. 修正(再登録)をする従業員のみ、「住民税反映」欄に表示の「〇」を

「Delete」キーや「Back Space」キーで削除します。

2.1. 登録済みデータを修正(再登録)する方法

3. 「2. 住民税の入力・登録」＞手順4～10(9～15ページ)と同様の手順で

税額・次年度市区町村・住所等を入力、登録します。
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住民税登録一覧のシート上から、不要な従業員を削除します。

※事業所ファイルに登録の個人情報は削除されません。

2. シート上から削除する従業員をクリックですべて選択し「削除」を

クリックします。

※「選択解除」をクリックでリストの選択を解除します。

2.2. 不要データの削除方法

1. 「削除」をクリックします。

※
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3. メッセージは「はい」＞「OK」で進むとシート上から該当の従業員を

削除します。

※「データの削除」フォームは「×」で終了します。

💡　ポイント

　　「データ削除」フォーム下部のチェックボックスを選択で、それぞれ

　　下記に該当する従業員を選択します。

　　※チェックボックスを再度クリックをするとチェックを外し、リストの選択を
　　　解除します。

項目名 選択条件

乙欄を選択 「乙欄」に「乙」が表示されている

退職者を選択 「退社年月日」に日付が表示されている

反映済を選択 「反映済」に「〇」が表示されている
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2. プルダウンより並び替える方法を選択し、「並び替え」をクリックします。

並び替え方法の詳細は下部表をご参照ください｡

※「昇順」または「降順」が選択できる場合はチェックを入れます。

2.3. データの並び替え方法

3. メッセージが表示されるので、「はい」＞「OK」で進むと従業員情報の

並び順を変更します。

1. 「並び替え」をクリックします。

項目名 内容 昇順(降順)

社員No順 「社員No」の項目を基準に並び替えます。 〇

年税額順 「年税額」の項目を基準に並び替えます。 〇

市区町村順 市区町村別集計データの「市区町村」の順に並び替えます。 ×

入社年月日順 「入社年月日」の項目を基準に並び替えます。 〇

退社年月日 「退社年月日」が入力されている社員を先頭に移動します。 ×

甲欄→乙欄 「乙欄」に乙と表示されている社員を末尾に移動します。 ×

未適用 「住民税反映」に〇がないデータを先頭に表示します。 ×
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2. メッセージを「はい」で進むと、Excelで設定のプリンタより出力します。

※プリンタの設定はMicrosoftのサポートサイト等でご確認ください。

2.4. 住民税登録一覧の印刷方法

1. 「印刷」をクリックします。

【出力イメージ】
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2. 「市区町村検索」から市区町村を入力、または都道府県名をプルダウンより

選択し「検索」をクリックします。

2.5. 「市区町村新規登録」について

1. 「市区町村新規登録」をクリックします。
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3. 表示された市区町村をダブルクリックすると画面下部の「市区町村名」

「市区町村コード」欄に反映するので、「登録」をクリックします。

※指定番号もあわせて登録する場合は、「指定番号」欄に入力後「登録」を
　クリックします。

※「登録」をすると、事業所ファイルの「基本項目」＞「市区町村」タブ内にも
　市区町村の登録がされます。

4. 指定番号のみを更新する場合、市区町村リストをダブルクリックし、

「指定番号」欄に入力後「更新」をクリックします。
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💡　ポイント

　　「市区町村変更」から「未登録市区町村」欄に表示されている市区町村を

　　シートに反映した場合、「登録済市区町村」「市区町村コード」欄に

　　自動追加します。

　　※指定番号を登録する場合は手順4(21ページ)の方法にて登録してください。
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2. 「集計」をクリックし、メッセージは「はい」＞「OK」で進みます。

1. 「市区町村別集計データへ」をクリックします。

入力した「年税額」等のデータを参考に各市区町村別の税額を集計・出力します。

※「集計」はデータを「登録」する前におこなってください。
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3. 「年税額」「6月」「7月～」「市区町村新規登録」データを参考に

各項目を集計します。

4. 集計データを出力する場合は「印刷」をクリックしメッセージは「はい」で

進むと、Excelで設定のプリンタより出力します。

※プリンタの設定はMicrosoftのサポートサイト等でご確認ください。
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【出力イメージ】

💡　ポイント

　　「住民税登録へ」をクリックすると、住民税入力画面へ戻ります。



4.　「住民税比較」の確認・出力方法
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2. 住民税を比較したい事業所を1つ選択し「表示⇒」をクリックします。

※「全て選択」で表示の事業所を全て選択することは可能ですが、「表示⇒」は
　1つの事業所のみ選択している状態でおこなってください。

1. 「住民税比較」をクリックします。

入力した「年税額」と前年の住民税額を比較したデータの確認・出力が可能です。

※「住民税比較」はデータを「登録」する前におこなってください。



4.　「住民税比較」の確認・出力方法
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3. 右側に従業員ごとの比較表を表示します。

※「年税額」または「年税額(前年)」が【0】の場合は増加率は表示されません。

※従業員の表示は市区町村順です。並び替える場合は「社員No順(昇順)」または
　「増加率(降順)」にチェックを入れ「並び替え」をクリックします。

4. 比較表を出力する場合は、出力する事業所をすべて選択し「PDF出力」を

クリックします。

※デスクトップに「住民税比較」フォルダを作成し、フォルダ内に各事業所の
　PDFファイルを作成します。

※「並び替え」にチェックが入っている表示順で出力します。

※「全て選択」にチェックを入れると、全ての事業所を選択します。

※

※

※
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【出力イメージ】



5.　「住民税異動届」の作成方法
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2. 対象の従業員を選択し、必要事項を入力します。

※入力方法の詳細は「住民税異動届作成マニュアル」＞
　「3. 住民税異動届の作成(5～10ページ)」をご参照ください。

1. 「住民税異動届」をクリックします。

「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届」の様式作成および

Excelファイル形式での出力が可能です。

※この処理画面からはeLTAX用CSVデータは作成できません。
　eLTAX用CSVデータを作成する場合は、各事業所ファイルより作成をしてください。
　詳細は「住民税異動届作成マニュアル」をご参照ください。

💡　ポイント

　　「リスト検索」で氏名による検索が可能です。

　　また、従業員リストは「退職者」のみを表示していますが、「全員表示」に

　　チェックを入れると登録済みの個人情報をすべて表示します。

https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/jyumin-idou.pdf#page=5
https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/jyumin-idou.pdf


5.　「住民税異動届」の作成方法
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3. 「ファイル出力」をクリックしメッセージは「はい」で進むと、

デスクトップに「事業所名_住民税異動届」フォルダを作成し、

フォルダ内に「社員番号_従業員氏名.xlsx」を作成します。

※住所や市区町村データは、登録済みの「基本項目」「個人情報」から
　取得します。住民税異動届フォームに表示されている内容以外は、ファイル出力
　した様式上に直接入力してください。

4. 続けて他の従業員の住民税異動届を出力する場合、以下メッセージは

「はい」で進み、手順2～3の手順でデータ入力・ファイル出力を

おこないます。

※「いいえ」を選択で住民税異動届フォームを終了します。

※



5.　「住民税異動届」の作成方法

32 目次へ戻る↑

【出力イメージ】



発行元　株式会社セルズ

本マニュアルに記載された内容は予告なく変更されることがあります。

本マニュアルに掲載した画面表示、説明図などは、実際のものとは一部異なる場合があり

ますのでご了承ください。
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